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■公益目的事業について 

事業番号 事業の内容 事業比率 

公１ 地域社会の健全な発展に資する活動に対する助成事業 53.4％ 

事業費 2,237,000 円 

【趣旨・目的】 

公益財団法人畑崎財団では、兵庫県在住ならびに兵庫県出身、兵庫県で活動する団体また

は個人が、医学、化学、生物学、歴史学などの学術的な活動、芸術文化活動、スポーツ活

動、地域貢献活動の分野で活躍され、現在の様々な課題に向き合い、新たな未来を切り開

くことができるよう、また、今後もその活動が地域の未来を明るく照らし、成長や発展を

遂げられるよう奨励するため、その活動を助成し、明るく健康的な社会づくりに寄与する。 

【事業の内容】 

「畑崎未来奨励」助成事業を発足し、以下の要領に従って、対象となる活動を行う団体ま

たは個人に対し、その活動経費の一部を助成する。 

 

■助成の対象  

兵庫県在住ならびに兵庫県出身、兵庫県で活動する団体または個人。 

（１） 未来を目指す医学・科学などの学術的な活動 

（２） 未来を目指す芸術文化活動 

（３） 未来を目指すスポーツ活動 

（４）  未来を目指す地域貢献活動 

■対象活動  

（１）医学・科学などの学術的活動 

   例えば、新たな学術研究成果の発表 

（２）芸術文化活動 

・将来全国や世界での活躍を目指す芸術文化活動 

  例えば、青少年で構成する楽団の演奏会の開催 

（３）スポーツ活動 

・将来全国や世界での活躍を目指すスポーツ活動 

例えば、将来を嘱望されるテニスプレーヤーの遠征試合 

（４）地域貢献活動 

    ・地域の活性化を目指す地域貢献活動 

    例えば、青少年による地域での防災訓練 

■申請件数・助成件数・金額 

・各個人・団体の申請件数は各年度 1 件とする。 

・年度内の助成件数は、4 件以内とする。 

・金額は、１件あたり原則 50 万円以内、 総額で 200 万円以内とする。 



但し、特に理事長が認めた場合は、個々の助成額、助成総額を増額することができる。 

■ 助成対象経費  

・研究発表費（論文冊子の印刷費等） 

・コンサート・イベント開催関係費用（会場使用料、広報費、楽器運搬費等）   

・活動に必要な国内、海外出張や遠征時の旅費、宿泊費等 

・楽器や用具の購入やメンテナンスの費用 

・調査研究に必要な費用 

・活動備品の購入費用 

・啓発活動の研修経費 

・その他、助成対象となる活動に必要と理事長が求める経費 

■助成対象となる対象活動の期間 

原則として、毎年 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日の 1 年間における単年度の助成とする。 

ただし、活動が複数年にわたる場合は、助成審査委員会の審査を経て理事長が認めれば、3

年間連続を上限として複数年度の助成も行うことができるものとする。 

■応募の案内 

当財団法人のホームページにて告知する。 

■応募方法 

公募形式とし、以下の必要書類を当財団法人のホームページを通じて提出する方法による。 

・助成申込書（所定の様式） 

・活動に必要な費用の根拠となる資料（見積書、料金表、領収証等） 

■審査方法 

有識者によって構成された「畑崎未来奨励」助成審査委員会で審議の上、選考する。 

■活動報告 

助成対象活動の完了後、財団が指定する方法で活動報告を求める。 

■スケジュール 

（令和 5 年度） 

募集期間   令和 5 年 7 月 1 日～10 月 31 日 

審査       令和 5 年 11 月 

結果通知   令和 5 年 11 月 

助成金交付 令和 5 年 12 月 

■助成先・事業内容 

①一般社団法人 芸術の森 

 代表理事：玉木花怜（高校 2 年生）理事：クハルチュク・ラリサ（ジトーミル市公務員、 

ウクライナ人女性）正会員：武部充子（小児科医師）、正会員：好村隆広（高校教師） 

 申請内容 ウクライナ人への音楽療法（個人と集団） 

個人：非営利団体設立を前に自宅の半分を活動場所に提供しウクライナ避難者個人を対

象に毎週こころのケアを行う。ウクライナ避難者は空襲・親族との別れや死・住み慣れ

た場所の破壊など戦争の PTSD と、日本での言葉と文化の壁による困惑で大きなストレ

スを抱えている。言語が違うため通常のカウンセリングは困難で音楽療法が有効と考え

られる。これら個人セラピーは音楽療法研究としてスーパーバイズを受けながら、バイ



タルデータとナラティブデータを記録し、研究報告書を作成いたします。個人のこころ

のケアは必要とされながら浸透しておらず、畑崎財団様と取り組めることの意義は大き

く、報告書を各機関と共有することで兵庫県が打ち出しているウクライナ心の支援が進

む。 

 集団：こころのケア目的に音楽療法の手法を使い、ウクライナの音楽・文化を讃え、

ウクライナ人を主役とするイベント開催。ウクライナ人同士の新しい出会いを作り、平

和活動として行うことで、自尊心を取り戻すことを可能し、記録動画を作成する。 

以上 


